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京都市廃棄物減量等推進審議会 

第１回京都市事業系ごみ減量対策検討部会 
 

平 成 １ ９ 年 ５ 月 ２ ２ 日 

   ＫＫＲくに荘 会議室「比叡」 

 

（次 第） 

 
Ⅰ  開 会                                  １４：３０ 
 

Ⅱ 議 事 

１ 事業系ごみを取り巻く状況と今後の検討課題（第４０回審議会資料 Ａ３） 

２ これまでの事業系ごみ減量化等に関する京都市の取組 

３ 市に搬入される事業系ごみの現状と課題 

４ 検討すべき施策と実施する調査内容 

５ 事業系ごみ減量対策基礎調査の実施について 

６ 審議会の体制と今後のスケジュール（案） 

 

 
Ⅲ 閉 会                     １６：３０ 
 

 

 

 

 

資料１：事業系ごみを取り巻く状況と今後の検討課題 

資料２：これまでの事業系ごみ減量化等に関する京都市の取組 

資料 3：事業系ごみの現状について 

資料４：検討すべき施策と実施する調査内容 

資料５：事業系ごみ減量対策基礎調査の概要 

資料６：今後のスケジュール（案）  

資料７：政令指定都市の状況 

資料別冊：事業系廃棄物の減量および適正処理を図るために 

～事業用大規模建築物所有者の皆様へ～ 

資料別冊：事業系ごみの処理方法 

 

【資 料】 
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環 循 循 第 ５ ７ 号 

平 成 １ ９ 年 ３ 月 ２ ７ 日 

 

京都市廃棄物減量等推進審議会 

会 長   高 月  紘 様 

 

京都市長 桝 本 賴 兼 

 

 

事業系ごみ減量施策のあり方について（諮問） 

    

 

 標記のことについて，下記のとおり諮問しますので，ご審議を賜り答申いただきますよう

お願いいたします。 

 

記 

 

（諮問事項） 

事業系ごみ減量施策のあり方について 

（１） 排出事業者のごみ減量に向けた効果的なインセンティブのあり方 

（２） 事業系廃棄物の市施設での受入のあり方 

 

（諮問理由） 

本市では，貴審議会からの答申を踏まえ，平成１５年１２月に「京都市循環型社会推進基

本計画～京のごみ戦略２１」を策定し，家庭ごみ及び資源ごみへの有料指定袋制を導入し，

家庭系ごみの減量を図るとともに，事業系ごみについては，許可業者搬入手数料の減額措置

見直し，持込ごみ手数料改定などの取組を進めてきたところであります。 

現在，事業系ごみは本市のごみ量の半分以上を占めていることから，これまで進めてきた

取組に基づき，さらなる減量促進に向けた具体的施策に着手すべき段階にあると認識してお

ります。また，家庭ごみ有料指定袋制導入に係る市会での議決に当たり，事業系ごみの分別・

リサイクルを徹底すべきことが決議として付されてもおります。 

以上のような現状に鑑み，事業系ごみの減量・リサイクルの促進に向けて，次の２点につ

いて施策の具体化を図る必要があると考えております。 

第一は，排出事業者のごみ減量に向けた効果的なインセンティブのあり方についてであり

ます。許可業者搬入手数料減額措置の廃止とそれに伴う許可業者手数料の新設を踏まえ，排

出事業者にとってより一層のごみ減量・リサイクル行動への動機付けとなるような手数料徴

収体系のあり方についてご審議いただきたいと考えております。 

第二は，事業系廃棄物の市施設での受入のあり方についてであります。現在本市のクリー

ンセンター及び埋立処分地で受け入れている資源化可能な事業系一般廃棄物及び一部の産業

廃棄物について，今後の受入継続の必要性，民間ルートへの円滑な誘導方法等についてご審

議いただきたいと考えております。 

以上二点について，ご審議をよろしくお願いいたします。 

諮問文（写し） 
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ア 「京のごみ戦略２１」に掲げる事業系ごみ対策施策の進捗状況 

 ※網掛け項目：今後進捗を図るべき施策 

施策名 進捗状況 

事業者による自主的取組 

①事業者によるごみ減量相談窓口の設置と啓発 － 

KES・ISO14001 の取得促進 市内のKES認証取得事業者数 H15末:131⇒H18末:416 

環境にやさしい事業活動（グリーンカンパニー行動）の実践 市内のKES認証取得事業者数 H15末:131⇒H18末:416 
 

②業種別の団体単位等での「ごみ減量・リサイクル行動計画」の策定 － 

事業者のごみ減量化を促す行政の取組 

環境にやさしい事業活動の支援 

③事業系ごみの実態把握と業界別リサイクル情報等の発信 － 

④業界ごとのトップランナー企業の取組紹介 － 

食品リサイクル法・建設リサイクル法などの周知・徹底 各種パンフレットの配布 

分別・リサイクルに伴うコスト発生に関する啓発 事業所への立入調査時において，再資源化に要する経費についての周知を実施 

KES・ISO14001 認証取得を目指す企業に対する情報提供等の支援 環境マネジメントシステム導入説明会開催（H1８：１回，2０名参加） 

 

⑤業界別自主行動計画の実施・成果に対する支援 － 

事業系ごみに関する制度の見直し 

処理原価に応じた搬入手数料の設定（搬入手数料の見直し） 持込料金改定，許可業者手数料減額措置の見直し 

⑥ごみ分別に対するインセンティブ（動機付け）が働くような搬入料金の設定 － 

⑦透明指定袋制導入による適正排出の推進 － 

より効率的・効果的な収集運搬制度の検討 再資源化促進のための収集運搬許可取得業者の増加（木くず：34，食品：2９他） 

排出事業者のごみ減量意識を向上させる取組の検討 三者協の設立，排出事業者へのダイレクトメールの送付 など 

 

⑧受け皿を整備したうえでの告示産廃の受入停止の検討 － 

減量計画書に基づく本市の管理・指導体制の強化 

事業所に対する立入調査・指導の仕組みの構築 本庁の立入調査・指導部門を強化 

減量計画書の対象事業所の拡大 業種を問わず 1,000 ㎡以上の事業所に H19 から拡大予定 

⑨減量計画書の公表・優良事業者に対する表彰などの仕組み － 
 

⑩減量計画書の評価の事業者へのフィードバックの検討 － 

再資源化促進のための仕組みづくり 

⑪再資源化促進のための民間における受け皿把握と民間への誘導 

⑫民間における再資源化のための受け皿整備の支援・促進 

・木くず，厨芥施設の稼動，啓発, 誘導 

・他品目の受け皿整備は進んでいない 

⑬事業系ごみ中の缶・びん・ペットボトルなどの市施設への受入の検討 － 

 

 

⑭オフィス町内会など古紙再資源化のための仕組みづくりの検討 － 

ア 「ごみ戦略２１」に掲げる事業系ごみ減量施策の進捗を図るべき 

イ 今後のごみ減量施策のあり方について（平成１７年８月 京都市廃棄物減量等推進審議会答申） 

ウ 家庭ごみ有料指定袋制導入に当たっての市議会付帯決議 

エ 国・他都市の動向（関連法改正，他都市の先進事例） 

～
背 

景
～ 

許可業者搬入手数料の見直し，持込ごみ料金改定 

などのこれまで実施してきた事業系ごみ減量対策に基づき， 

事業系ごみの減量・リサイクル促進に向けて， 

さらなる具体的施策を検討する。 

イ 今後のごみ減量施策のあり方について（答申 平成１７年８月）  

クリーンセンターへの許可業者搬入手数料のあり方について 

①普及啓発・指導体制の強化 

②分かりやすい関連情報の提供 

③中小零細企業への普及啓発等の徹底 

④事業系ごみのリサイクルの受皿整備を図る 

指定袋制導入の具体的あり方について 

⑤許可業者収集ごみへの指定袋制の導入の検討 

⑥排出事業者への指導・管理体制の強化 

⑦経済的インセンティブを活用したごみ減量・リサイクルの促進 

⑧小規模事業所への不適正排出指導の強化（家庭ごみ⇒許可業者へ） 

ウ 家庭ごみ有料指定袋制導入に 

当たっての市議会付帯決議 

 

付帯決議 

①事業系ごみの分別・リサイクル

の徹底 
 

②許可業者収集マンションの分

別・リサイクルの徹底 

   

エ 国・他都市の動向 

国の動向 

 
①「食品リサイクル制度の見直しについて（意見具申）」（中央環境審議会 平成 19 年 2 月 2 日） 

 ・中小・零細企業が排出する厨芥類の市町村との連携によるエネルギー利用等の推進 

 
②中環審廃・リ部会廃棄物の区分等に関する専門委員会（平成 18 年 7 月～） 

 ・木くずの区分見直しについて検討中（パレット，剪定枝等・・・一廃⇒産廃へ） 

他都市の動向 

 ③事業系紙類，木くずのクリーンセンターでの受入停止（民間誘導） 

 ④事業系資源物（缶・びんなど）の市資源化施設での受入停止（民間誘導） 

【新たに検討・実施が必要な施策】 
  事業系ごみの減量・リサイクル促進に向けて，京のごみ戦略２１の進捗状況，これまでの審議会答申，社会動向等を踏まえ，新たに検

討・実施が必要と考えられる施策と，審議会における議論の必要性は下表のとおり。 

また，施策実施に当たり，審議会における議論が必要と思われる項目には●印（網掛け）を施している。 
 

関連項目番号 新たに検討・実施が必要と考えられる施策 審議会における議論の必要性 

ア－① 

ア－②・⑤ 

ア－③ 

ア－④ 

ア－⑨，⑩ 

イ－②・③ 

○業種・規模に応じた普及・啓発の実施 

 ・業種・規模別の相談窓口の設置，自主行動計画の

作成を支援する行政施策の実施 

  →業種・規模別減量マニュアルの作成，先進事例の紹介 など 

・商店街を中心とした中小事業者への説明会実施 

・減量計画書の評価・公表・表彰等の実施  など 

・市が実施すべき施策の方針，内容は概ね定まっている。

・審議会と並行して市が実施する事業系ごみ対策基 

礎調査（特に業種・規模別ごみ質調査，資源物受け皿

調査）を活用し，事業者の減量努力を引き出すよう，

市は効果的な普及啓発等を行うべき。 

イ－①・⑥ ○排出事業者への普及啓発・指導体制の強化 

イ－⑧ ○事業所付住宅等少量排出事業所対策の検討 

・審議会から事業所指導を強化すべき旨の提言が既に 

市になされており，市は早期に具体化を図るべき。 

ア－⑥，イ－⑦

ア－⑦，イ－⑤

●ごみ分別にインセンティブが働く料金設定の検討 

●適正排出促進，料金徴収手段の両側面からの指定袋

制の導入の検討 

●指定袋制導入を検討すべきという答申が既に市にな

されているが，家庭ごみと同じく様々な導入手法が考

えられるため，関係する各主体の意見を十分に踏まえ

た上で選択する必要があると思われる。 

ア－⑧ 
●民間受け皿の状況を踏まえたうえでの告示産廃の

受入継続必要性の検討 

ア－⑪・⑭， 

エ－②・③ 

●資源化可能な事業系一般廃棄物の受入継続必要性の検討 

（●受け皿把握と情報提供，搬入指導強化がセット） 

●受け皿状況や他都市の状況等を把握し，直接関連する

主体である排出事業者及び許可業者の意見を十分踏

まえた上で実施する必要がある。 

ア－⑫，イ－④， ●民間による再資源化受け皿整備の支援・促進 ●市は可能な範囲で支援すべき。 

ア－⑬，エ－④ ●事業系缶・びん・ペットボトルの市資源化施設での受入必要性の検討 
●「京のごみ戦略２１」策定以降，事業者責任徹底（民間→民

間による処理）の流れは加速しており，再度議論が必要。

エ－① ●市関与による事業系厨芥類資源化施設整備の検討 
●「京のごみ戦略２１」には無い考え方であり，国の動向，

受け皿状況等を踏まえ再度議論が必要。 

ウ－② ○許可業者マンションの資源ごみ分別促進 
・個別のマンションに対する啓発を実施するなど， 

既に市で具体的に検討が進められている。 

※「ウ－①」は，事業系ごみ対策全般に係る項目であるため上表では省略 

【資料１】 
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2  これまでの事業系ごみ減量化等に関する京都市の取り組み 

 

Ｓ47.3～ 廃棄物処理法第 11 条 2 項の規定に基づき，市が一般廃棄物と合わせ

て処分する産業廃棄物を告示（告示産廃） 

H 6.4～  事業用大規模建築物（延床 3,000 ㎡以上）の所有者への減量指導減

量計画書の作成 

H 9.7    秘密書類リサイクル事業開始 

持込ごみ手数料改定  700 円／100kg 

H12.6    減量計画書を作成すべき事業用大規模建築物の対象拡大 

（大規模小売店舗については延床 1,000 ㎡以上に拡大） 

H13.7～  告示産廃の持込量に制限（100ｔ／月） 

     持込ごみ手数料改定 料金体系に累進性を導入 

 

 

 

 

 

      

 

H13～  家電リサイクル法施行による家電４品目の受入停止 

H13.8～ 持込ごみ多量搬入者（6ｔ／月以上）の登録制度を開始 

H14.7～ 建設リサイクル法の施行に伴い，木くず，がれき類の持込を原則禁止 

     木くず等の民間処理業者への誘導 

H17.7～ 産業廃棄物の持込量に制限を強化（50ｔ／月） 

     持込ごみ手数料改定  累進性を強化 

 

 

 

 

 

 

 

H16～  食品リサイクル法に基づく厨芥類の収集運搬業許可を付与 

H18.4～ 許可業者搬入手数料の新設 

H19.4～ 減量計画書と作成すべき事業用大規模建築物に対象拡大 

     （延床 1000 ㎡以上のすべての建築物） 

 

 

クリーンセンター 東部山間埋立処分場 

500kg まで    800 円／100kg 

＞ 500kg≦ ２ｔ  1,200 円／100kg

２ｔ超        1,600 円／100kg 

１ｔまで      800 円／100kg 

＞ １ｔ≦ ３ｔ     1,200 円／100kg

３ｔ超         1,600 円／100kg

クリーンセンター 東部山間埋立処分場 

300kg まで      1,000 円／100kg

＞ 300kg≦ 1ｔ   1,400 円／100kg

１ｔ超         1,800 円／100kg

600kg まで   1,200 円／100kg

＞６００ kg≦ ２ｔ  1,600 円／100kg

２ｔ超         2,000 円／100kg

【資料２】
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○京都市廃棄物の減量及び適

正処理等に関する条例（抜粋） 

○京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則（抜粋） 

(本市が行う産業廃棄物の処

理) 

第 22 条  

法第 11 条第 2 項の規定

により本市が行う産業廃棄

物の処理は，一般廃棄物と併

せて処理することができる

産業廃棄物で別に定めるも

のの処分とする。 

 

(本市が処分する産業廃棄物) 

第 9 条 

  条例第 22 条に規定する産業廃棄物で別に定めるものは，中

小企業基本法第 2 条第 1 項各号に掲げる者が本市の区域内に

おいて排出した産業廃棄物で別に定めるものとする。 

 

2 市長は，本市が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすおそ

れがあると認めるときは，前項に規定する産業廃棄物の処分を

行わないことがある。 

(一般廃棄物処理施設における

廃棄物の受入基準) 

第 23 条  

本市が設置する一般廃棄

物処理施設に廃棄物を搬入

しようとする者は，別に定め

る基準に従わなければなら

ない。 

 

2 前項の場合において，廃

棄物を搬入しようとする

者が同項の基準に従わな

いときは，市長は，当該廃

棄物の受入れを拒否する

ことができる。 

 

(一般廃棄物処理施設における廃棄物の受入基準) 

第 11 条 

 条例第 23 条第 1 項に規定する別に定める基準は，次のとおり

とする。 

(1) 本市の区域外において生じた廃棄物を搬入しないこと。

(2) 特定家庭用機器再商品化法第 2 条第 5 項に規定する特

定家庭用機器廃棄物を搬入しないこと。 

(3) 重量が 1 キログラムを超えるパーソナルコンピュータ

(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを

含む。)を搬入しないこと。 

(4) 条例第 22 条に規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物

を搬入しないこと。 

(5) 本市が設置する一般廃棄物処理施設のうち，焼却による

処分を行う施設に搬入しようとする場合においては，次に

掲げる要件に該当する廃棄物以外の廃棄物を搬入しないこ

と。 

ア 可燃物であること。 

イ 有害な物質を含むこと，著しい悪臭を発生させるこ

と，爆発又は引火のおそれがあること，体積又は重量

が著しく大きいこと等により本市が行う一般廃棄物

の処分に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。 

(6) 本市が設置する一般廃棄物処理施設のうち，破砕による

処分を行う施設に搬入しようとする場合においては，前号

イに掲げる要件に該当する廃棄物以外の廃棄物を搬入しな

いこと。 

(7) 本市が設置する一般廃棄物処理施設のうち，埋立てによ

る処分を行う施設に搬入しようとする場合においては，次

に掲げる要件に該当する廃棄物以外の廃棄物を搬入しない

こと。 

ア 不燃物であること。 

イ 有害な物質を含むこと，著しい悪臭を発生させるこ

と，爆発又は引火のおそれがあること，容易に飛散し，

又は流出すること等により本市が行う一般廃棄物の

処分に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。 

(8) 本市が設置する一般廃棄物処理施設のうち，特定の廃棄

物の再生を目的とする施設に搬入しようとする場合におい

ては，当該特定の廃棄物以外の廃棄物を搬入しないこと。



- 4 - 

 

 

○本市が処分する産業廃棄物 

昭和 47 年 3 月 31 日 

告示第 308 号(制定) 

昭和 59 年 3 月 31 日告示第 345 号 

平成 13 年 3 月 30 日告示第 431 号 

平成 14 年 5 月 1 日告示第 150 号 

平成 17 年 5 月 2 日告示第 197 号 

 

平成 13 年 3 月 30 日京都市告示第 431 号(本市が処分する産業廃棄物)を，平成 14 年 7 月 1 日か

ら次のように改めます。 

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第 9 条第 1 項に規定する別に定める産業廃棄

物を次のとおり定める。 

 

1 種類 

第 1 類 紙くず，木くず(竹，小片又は建具若しくは家具に係るものに限る。)及び繊維くず 

第 2 類 ガラスくず，コンクリートくず(小片に限る。ただし，工作物の新築，改築又は除去に伴

って生じたものを除く。)，陶磁器くず及び第 1 類に掲げる産業廃棄物を焼却したもの 

第 3 類 がれき類(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 2 条第 6 項に規定する特定建

設資材廃棄物に該当するものについては，小片に限る。) 

 

2 形状等 

(1) 種類に定める第 1 類から第 3 類までの区分に分別されていること。 

(2) 有害物質又は危険性のあるものを含まないこと。 

(3) 飛散するおそれのあるものについては，容易に破れない容器に入れられているものである

こと。 

(4) ガラスくず又は陶磁器くず等取扱いに危険が生じるおそれのあるものについては，こん包

する等の措置がなされていること。 

(5) あらかじめ，中空状態でないようにし，かつ，おおむね 30 センチメートル以下に破砕又は

切断されている等処理に支障を来さないような形状であること。 

 

3 搬入量 

(1) 一の事業者又は一の産業廃棄物収集運搬業者が種類に定める第 1 類の産業廃棄物を本市の

設置する一般廃棄物処理施設に搬入する量が毎月 50 トン以下であること。 

(2) 一の事業者又は一の産業廃棄物収集運搬業者が種類に定める第 2 類及び第 3 類の産業廃棄

物を本市の設置する一般廃棄物処理施設に搬入する量が毎月 50 トン以下であること。 

(3) 一の事業者又は一の産業廃棄物収集運搬業者が種類に定める第 1 類の産業廃棄物中木くず

のうち小片，第 2 類の産業廃棄物のうちコンクリートくず又は第 3 類の産業廃棄物のうち特定

建設資材廃棄物に該当するものを本市の設置する一般廃棄物処理施設に搬入する量が 1 回に

つきおおむね 200 キログラム未満であり，かつ，おおむね 1 立方メートル未満であること。 
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３ 事業系ごみの現状について 
 

（１）事業系ごみ量の推移 

業者収集，持込ごみ量の推移（収集量ベース）を平成８年度から平成１８年度

の過去１１年間で対比してみると，以下のとおりとなっている。 

 

① 業者収集ごみ（業者収集マンションごみを含む） 

269,121

255,957

252,868

267,039

259,151

265,321

268,129

256,146

263,437

251,867

270,285

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

収
　

集
　

量
（

ト
ン

）

☆
3000円/ton 3800円/ton 5000円/ton

Ｈ６～減量計画作成指導 Ｈ１３～食リ法施行 ☆搬入手数料改定

☆ ☆

 

② 持込ごみ（クリーンセンター，埋立処分地） 
平成8年度からクリーンセンターへの持込が約1８％（約11.1万ｔ→9.１万ｔ），

埋立処分地への持込が約6６％（5.9万ｔ→2.０万ｔ）減少している。 

平成13年７月の手数料改定や平成14年７月の建設リサイクル法施行にとも

なう廃木材等のリサイクル誘導・本市処理施設への原則受入停止（１回の搬入量

をおおむね200kg未満，かつ，おおむね1立方メートル未満に制限）により大幅

に減少しているが，平成15年度以降はその効果も薄れつつある。

90,932

58589
46993

48194

33540

36770

34303

21706 22776 25594 23530

95,60098,258

110,899

108,897
118,501

153,582

168,145

148,351

101,027

98,427

19924

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

持
込

ご
み

量
（

ト
ン

）

埋立

クリーンセンター

169,488

155,890

166,695

187,122

204,915

182,654

122,733

121,034

124,021

119,130

110,856

・
大
型
ご
み
有
料
化 

・
持
込
ご
み 

手
数
料
改
定 

・
家
電
リ
サ
イ
ク
ル 

法
施
行 

・
建
築
廃
材
の 

市
施
設
で
の 

受
入
停
止 

・
持
込
ご
み 

手
数
料
改
定 

 

【資料３】
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（２） 事業系ごみのごみ質 

 ① 業者収集ごみ 

ごみの種類別にごみ質（平成1８年度）を見てみると，紙類が約4９％と最も大
きい割合であり，そのうち古紙類（新聞, 雑誌, 段ボール）が約半分を占めている。
次に，厨芥類が約20％, プラスチック類が約16％となっており，紙類，厨芥類，
プラスチック類の3組成で約80％を占めている。 

 

業者収集ごみのごみ質   

    （平成１８年度） 

種      類 湿重量比（％） 

新聞類 5.17 

雑誌類 2.83 

ダンボール 14.76 

ＰＲに使われた紙 1.96 

古
紙
類 

ＯＡ紙 0.41 

飲料用アルミ無し 0.55 

飲料用アルミ有り 0 

紙
パ
ッ
ク 食料用 0 

その他紙製容器包装材 10.09 

その他資源化可能な紙 0 

資
源
化
可
能
な
紙
類 

計 35.77 

シュレッダー 0.91 

大人用 1.16 紙
お

む
つ 子供用 1.61 

その他資源化困難な紙 9.68 

資
源
化
困
難
な
紙

類 

計 13.36 

紙
類 

計 49.13 

プラスチック類（ペットボトルを除く） 18.52 

厨芥類 16.89 

缶・ビン・ペットボトル 1.97 

その他 13.49 

合      計 100 

 

※クリーンセンターにおける平成 1８年度業者収集ごみ質調査結果 

 

    注）本調査はクリーンセンターでのサンプリング結果であり，厨芥類から出た

多数の水分を含んでいることから，実際に再資源化できる紙の量は本年度

実施する「事業系ごみ減量対策基礎調査」で，排出段階で把握する必要が

ある。 

６-１ 
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② 持込ごみ（クリーンセンター，埋立処分地） 

 

施設の種類別に，ごみ質（平成１８年度）を見てみると，クリーンセンターへの

持込ごみのうち木竹類が 66.22％と最も大きい割合であり，そのうち建設木くず

（産廃）が全体の 16.03％を占めている。次に紙類が 18.84％を占めており，木

竹類，紙類の２組成で８０％以上を占めている。 

 一方，埋立処分地については，石膏ボードが全体の 48.46％を占め，次いでコ

ンクリート・アスファルトが 16.28％，サイディングボード等が 15.24％を占め

ている。 

（平成１８年度） 

大区分   

 中区分  

  小区分 

湿重量比 

（％） 

クリーンセンター  １００．００ 

 ６６．２２ 

建設木くず（産廃） １６．０３ 

棒・板（主にパレット） １０．６２ 

箱 ９．４０ 

生木（主に剪定枝） １７．２０ 

木竹類 

その他（わら・花等） １２．９７ 

紙類（内容未把握） １８．８４ 

 

その他 １４．９４ 

埋  立  １００．００ 

コンクリート・アスファルト １６．２８ 

ガラス類 ３．２２ 

陶器類 ８．３８ 

その他不燃 ７２．１２ 

石膏ボード ４８．４６ 

サイディングボード・モ

ルタル・断熱材 等 
１５．２４ 

 

 

その他（金属・土砂・石

等） 
８．４２ 

 

○ 表中網掛け部分の品目：産業廃棄物が含まれる 

６-２ 
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（３） 各クリーンセンターの施設概要 

 

 

 

 

東部山間埋立処分地 
名  称 

（エコランド音羽の杜）

所在地 

京都市 

山科区小野御所ノ内町 

～伏見区醍醐陀羅谷町他

竣  工 平成12年度から 

総面積約156ha 
面  積 

（うち埋立面積約24ha） 

埋立容量 約450万m3 

 

 

 

 

 

 

 

名  称 東北部クリーンセンター 東部クリーンセンター 南部クリーンセンター 北部クリーンセンター 

所在地 
京都市左京区 

静市市原町1339 

京都市伏見区 

石田西ノ坪2-18

京都市伏見区 

横大路八反田29 

京都市右京区 

梅ヶ畑高鼻町27

竣  工 平成13年3月31日 昭和55年9月12日 昭和61年6月3日 平成19年１月 

焼却能力 

７００ｔ／日 

（３５０ｔ／２４ｈ 

×２基） 

６００ｔ／日 

（２００ｔ／２４ｈ 

×３基）

６００ｔ／日 

（３００ｔ／２４ｈ 

×２基） 

４００ｔ／日 

（２００ｔ／２４ｈ 

×２基）

８０ｔ／日 

（40t／６hr 

×２基） 

【回転式】 

120t／６hr 

×１基

240t／６hr 

×１基 
破砕能力 

２軸せん断式 
【せん断式】 

48t／６hr×２基

三菱ハンマーミルズ 

シュレッダー 
 

発電能力 
１５，０００KW

（最大） 

８，０００KW 

（４，０００KW×２基）

８，８００ＫＷ 

（最大） 

８，５００ＫＷ 

（最大） 
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（４）持込ごみの処理手数料 

 

 

搬入場所 【持込ごみの処理手数料】 

１回の搬入量 

（ｋｇ） 

100 

～300

400 

～1000

1100～ （2000） （3000）

クリーン 

センター 

可

燃

物 
ごみ処理手数料

（円） 

1000 

～3000

4400 

～12800

14600 

～ 

（30800） （48800）

１回の搬入量 

（ｋｇ） 

100～600 700～2000 2100～ （3000）

東部山間 

埋立処分場 

不

燃

物 
ごみ処理手数料

（円） 

1200～7200 8800～29600 31600～ （49600）

１０００円／１００ｋｇまでごと（平成２６年４月から） 

平成２０年３月まで 平成２３年３月まで 平成２６年３月まで 一般廃棄物収集運搬業

者が市長の指定する施

設に市長の指定する方

法により搬入し，処分

を委託する場合 

経過措置 

５００円 ６５０円 ８００円 

８-１ 
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（５）廃棄物の処理の流れ 

家庭ごみ 

 

市による収集 

 

     

 自社での運搬  

市クリーンセンター 

及び 市埋立処分場 

事業系一般廃棄物 

（紙くず，厨芥類） 

 

一般廃棄物収集業者

 【法６条、法６条の２】 

市町村は処理計画を定

め，区域内の一般廃棄物

を処理しなければなら

ない 

    

  もっぱら再生 

（処理）業者【※１】 

もっぱら物【※２】 

（古紙，くず鉄等） 

 

もっぱら再生 

（収集）業者【※１】

 （古紙，くず鉄等） 

自社での運搬 

 

 

 
産業廃棄物収集業者

 

事
業
者
の
責
任
で
処
理
（
法
３
条
） 

産業廃棄物 
 

自社での運搬 
 

産業廃棄物処分業者 

 

※１ もっぱら再生業者 

廃棄物処理法第７条の中で，専ら再生利用のみを業として行っている事業者（古紙，くず鉄，空き瓶類，古繊維を専門に扱っている者）を指

す。これらの業者は処理業許可不要とされている 

 

※２ もっぱら物 

もっぱら再生業者が扱っている４種（古紙，くず鉄，空き瓶類，古繊維）を，業界では専ら物と称している。 

８-２ 
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■検討すべき施策と実施する調査内容（○数字は次ページ以降の調査概要の数字と符合） 

 検討すべき施策 審議会における議論の必要性 把握すべき項目のポイント 調査内容 

１ 

●ごみ分別にインセンティ
ブが働く料金設定の検討 

●適正排出促進，料金徴収手

段の両側面からの指定袋

制の導入の検討 

●指定袋制導入を検討すべきという
答申が既に市になされているが，
家庭ごみと同じく様々な導入手法
が考えられるため，関係する各主
体の意見を十分に踏まえた上で選
択する必要があると思われる。 

◇先行自治体（広島市，神戸市等）における減

量に対するインセンティブが働く手法の導

入効果と京都市への適用性の把握 
◇減量に対するインセンティブが働く手法に

対する許可業者の理解と導入時の課題把握 
◇減免制度廃止の経過措置中における新たな

制度の適用方法等の検討 

①排出事業者へのアンケート調査（意向調

査） 
④一般廃棄物収集運搬許可業者の意向

調査 
⑥減量に対するインセンティブが働く

手法に関する調査（他都市の動向調

査等） 

２ 
●民間受け皿の状況を踏まえ

たうえでの告示産廃の受

入継続必要性の検討 

３ 

●資源化可能な事業系一般廃
棄物の受入継続必要性の検
討 

（○受け皿把握と情報提供，
搬入指導強化がセット） 

●受け皿状況や他都市の状況等を把
握し，直接関連する主体である排
出事業者及び許可業者の意見を十
分踏まえた上で実施する必要があ
る。 
 

◇民間受け皿施設の有無と受入状況の把握 
◇事業系ごみ中の再資源化可能な量等把握 
◇市施設への搬入理由と受け皿施設への誘導

の可能性の把握 
◇持込ごみの組成（一廃，産廃比率，産廃木く

ず等の比率等）把握 
◇古紙等の分別搬入に対するストックヤード

の確保と運営の仕組みの検討 

①排出事業者へのアンケート調査（意向調

査） 
②事業系ごみ質実態調査 
③市の施設への持込ごみ調査（組成調

査，意向調査） 
⑤民間再資源化業者等の稼働状況調査 
⑥他都市の関連動向調査 

４ ●民間による再資源化受け皿

整備の支援・促進 ●市は可能な範囲で支援すべき。 ◇公共関与による支援方法の検討 
⑤民間再資源化業者等の稼働状況調査 
⑥他都市の関連動向調査 
⑥国等の動向 

５ 
●事業系缶・びん・ペットボ
トルの市資源化施設での受
入必要性の検討 

●「京のごみ戦略２１」策定以降，事
業者責任徹底（民間→民間による
処理）の流れは加速しており，再
度議論が必要。 

◇排出実態の把握（缶・びん・ペットボトル等

の比率） 
◇排出事業者の分別排出と許可業者による分

別収集の可能性の把握 
◇民間受け皿施設の有無と受入状況の把握 
◇告示産廃として市で受入，民間施設の再生利

用業指定等法的な対応状況 

①排出事業者へのアンケート調査（意向調

査） 
②事業系ごみ質実態調査 
④一般廃棄物収集運搬許可業者の意向

調査 
⑤民間再資源化業者等の稼働状況調査 
⑥他都市の関連動向調査 

６ ●市関与による事業系厨芥類
資源化施設整備の検討 

●「京のごみ戦略２１」には無い考え
方であり，国の動向，受け皿状況
等を踏まえ再度議論が必要。 

◇排出実態の把握（厨芥類の比率） 
◇排出事業者の分別排出と許可業者による分

別収集の可能性の把握 
◇収集機材等の開発動向の把握 

①排出事業者へのアンケート調査（意向調

査） 
②事業系ごみ質実態調査 
④一般廃棄物収集運搬許可業者の意向

調査 
⑥国の動向 ⑥技術開発動向 

資料４ 
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■ 事業系ごみ減量対策基礎調査の概要 

 

１．排出事業者へのアンケート調査（実態把握，意向調査） 

（１）調査概要 

○市内 2,000 事業所（事業所・企業統計調査）に対してアンケート調査を実施し，事業

系ごみの処理・資源化の流れの実態を推計するとともに，許可業者との契約方法の実

態，収集運搬料と処分料の明確化による，ごみ減量促進の可能性，収集時計量への意

向，全般的なごみ減量・資源化の可能性と促進策，事業系ごみの長期的動向に関する

実態（セントラルキッチン導入率と仕入れ先等）などを把握する。  

 

（２）アンケート項目 

 １）排出実態  

①ごみ減量検討のための社内体制の有無  

②ごみの分別排出の状況  

③食品廃棄物への対応  

 （調理場等の食品廃棄物と紙ごみ等の混合排出状況，脱水装置や生ごみ処理機の設

置状況，魚アラ等のリサイクル状況）  

④ごみ排出量の把握（計量）状況  

⑤ごみ処理・リサイクル方法別排出量（市内事業系ごみの流れの定量的推定に活用）  

 ★ごみの排出重量を把握している事業所は少ないため，１週間に排出されるごみ袋

やポリバケツの個数を聞いて容積から重量に換算して定量的な流れを把握する。  

〔質問形式の一例〕  

排出状況 

〈基本的には(ア)に記入。重量がわかっている場合は(イ)に、 

トラック単位等は（ウ）へ記入〉 
ごみ

の 

種 

類 

処理方法 
★１つの欄
には１つの
方法を記入 

(ア)最近１週間の平均排出量 

★a:ごみ袋(ﾊﾞｹﾂ)の大きさ(㍑) b:１回の収集に排出す

る袋数 

c:１週間の収集等回数 

（イ） 

月排出量 

（ウ） 

ト ラ ッ ク

単 位 等 で

の排出量 
主な  
方法の番号  a:   ㍑の袋(ﾊﾞｹﾂ)で、  

１回の収集（持ち込み）にb:    袋排出し

、  
１週間にc:    回 収集を依頼(持ち込む) 

１か月に  

可燃 

ごみ 
補助的な  
方法の番号  a:   ㍑の袋(ﾊﾞｹﾂ)で、  

１回の収集（持ち込み）にb:   袋排出し、  
１週間にc:    回 収集を依頼(持ち込む) 

１か月に  

 

２）許可業者とのごみ処理料金の契約方法の現状把握 

①ごみ処理料金の内訳等の認識状況  

kg

kg

【資料５】 
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 ・京都市へのごみ処理手数料が含まれていることの認識度  

②許可業者との契約内容  

 ・室内清掃と一体，賃貸料と一体  

 ・個別契約で収集と処理が一体，基本料金と従量契約  

③契約金額と料金に対する意向  

④減免措置の段階的廃止の認識度  

 ３）有料指定袋制，収集時計量の導入に対する意向 

○ごみ減量行動がごみ処理費用の軽減に結びつくことへの意向（ただし逆も有り）  

 ○２つの支払先の発生，便乗値上げの懸念，有料指定袋の購入，一定容量の容器での

排出（札幌方式）等に対する負担感  

４）事業系ごみの減量・リサイクルの可能性の有無や促進する方策 

○資源化できそうなごみの排出状況  

○ごみ減量・リサイクルの阻害要因 

 （保管場所がない，引き渡し先情報がない，資源化しても費用削減に結びつかない

など）  

○情報提供，マニュアル配布，事例紹介，分別収集の仕組みづくりなどの減量・リサ 

イクルを促進する方策  

５）長期的な事業系ごみの動向 

○調理のセントラルキッチン化，パッケージング会社による生鮮食品のパッケージ化，

段ボールの通い箱化等による事業系ごみの将来の発生動向  

 

（３）事業系ごみの処理・資源化の流れの実態の推計方法 

 ○アンケートから得た従業者 1 人当たりの種類別処理方法別ごみ排出量に平成 16 年の

京都市業種別従業者数を乗じて事業系ごみ（産業廃棄物は除く）の処理・資源化の流

れの全体像を推計する。  

  〔処理・資源化の流れの例示〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系ごみ  

一般廃棄物  

資源化物  

市民持込  

一廃許可業者  

産廃許可業者  

自社処理  

納入業者返却  

民間資源回収業者  

集団回収・資源ごみ収集  

市  

クリーン

センター  

産業廃棄物  
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（４）調査時期 

<調査準備> 

調査票設計，名簿入手，調査票印刷等 ５月～６月20日頃   

※名簿入手期間＝３週間程度必要  

<調査実施> 

   ６月30日～７月20日頃  

<集計・整理> 

   ７月20日～８月30日頃   

 

２．事業系ごみ質実態調査 

（１）調査概要 

○許可業者名簿を用いて市内の事業所を21業種に分け，各業種毎に小規模事業所では２

～10事業所抽出し合計130事業所，大規模事業所（月５ｔ程度）では合計８事業所を

調査対象として，排出事業所から直接サンプリングする手法で事業系ごみ質実態調査

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査結果の整理 

①製造業，小売業（スーパー，コンビニ，その他一般），飲食店（ファーストフード，レ

ストラン，一般飲食店），事務所，ホテル・旅館，学校などの業種別ごみ質特性（紙系・

食品系等のごみ質，ごみ減量の可能性等）の把握  

②許可業者得意先名簿から得た業種別排出量割合で調査結果を加重平均して全市平均的

なごみ質とごみ減量の可能性の把握  

 

 

 ■許可業者名簿

の整理 
(約２万３千件）

■調査対象事業所の抽出

小規模：130事業所 
大規模： ８事業所 

■調査の実施 
（分類項目：約130項目） 
○紙類,プラ類等の成分 
○古紙等の減量可能性の把

握 
（測定項目） 
○重量，容積 

■業種別ごみ質特性の把握

■事業系ごみ全体の 
ごみ質特性の把握
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〔調査全体の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆調査対象業種グループ等の選定 
①排出量割合の高い業種グループを調査対象  
②小規模（１日５袋25kg程度）だけでなく，1日300kg程度の事業

所も対象  

◆許可業者得意先名簿の整理（平成18年度） 

 ○業種グループ別・事業所規模別排出量割合  
  （業種グループ：大分類では９，小分類では２１）  

◆調査対象業種グループから具体的な候補事業所の抽出 
 ①下記の最終的な調査対象事業所件数の２倍程度を抽出  
  ☆サンプリング時間帯をある程度揃える。  
  ☆小規模店舗は商店街等の地域でまとめる。  
  ☆コンビニ等は各系列からまんべんなく抽出する。などに留意  

②最終的な調査対象事業所数（予定）  
小規模事業所：21 業種グループ，130 事業所  

   大規模事業所：８事業所 (ビル )  月５ｔ程度  

◆許可業者の方々へ候補事業所の排出状況の確認（依頼） 

 ○以下の内容を記入できる記入表を配布し，回収  
○調査対象候補事業所の「収集曜日」「通常の収集時間帯」「排出

容器」「排出ごみ袋数」「ごみ排出場所」「サンプリング時の注意

事項（管理人に声をかける等）」など  

 

 

 

 

 

４月下旬  

～  

５月中旬  

５月下旬  

 

 

６月上旬  

◆下見調査→調査対象の最終決定 
 ○実際のごみ排出時間帯にごみ置き場と量等を確認

し，最終決定  

◆大規模事業所へのヒアリング 
 ○調査実施への協力依頼と実施に当

たっての調整  

◆許可業者の方々へ連絡 
 ○調査実施事業所とサンプリング日時を連絡  ６月中旬  

６月中旬  

～下旬  

◆事業系ごみ質調査の実施 
 サンプリング  →  一時保管  →  業種グループが揃ったごみから調

査  
（予定） 小規模事業所：21業種グループ…７日間（１日３業種ｸﾞﾙ

７月上旬  

８月上旬  

◆事業系ごみ質調査結果の整理 
 ○業種別ごみ質の特性，市全体の事業系ごみ質  
 ○ごみ減量の可能性            など  

◇排出事業者

のアンケー

ト調査  
 
※別途実施す

る事業所調

査の対象と
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<資料１>調査対象事業所 

 ☆全体のごみ量割合１％未満 ５件抽出（0.0％は除く）  

       １％以上～５％ １０件（又中規模２件）  

          ５％以上 １０件＋大規模（１～２ビル）  

全 体  調査対象  
（小中事業所） 

※目安  
業種グループ  ごみ量  

割合  事業所数

5t/月以上

排出  
事業所数

対象 件数  

大規模  
事業所  

１店舗当たり

排出量 (全体 )
(kg) 

※260 日営業

換算  

農林水産業  0.0％  3 0    －  
鉱業  0.0％  2 0    －  
建設業  0.3％  167 0 ①  ５   17 
製造業  ( 4.7％ ) (1,709)      

食品系  1.6％  251 7 ②  ２  
(中 ) 

 62 

金属系  0.7％  367 2 ③  ５    20 

 

その他  2.4％   1,091 5 ④  10   21 
卸売業  3.3％  (932) 7     

食品系   1.3％  240 4 ⑤  ２  
(中 ) 

 52  

その他  2.0％  692 3 ⑥  10   29 
小売業  (26.7％ ) (4,324)      

百貨店・スーパー 

（テナントビル含む） 

16.6％ 552 133 ⑦ ２ 

(中) 

実施 

(2) 

290 

コンビニ  1.7％  440 1 ⑧  10   37 

 

その他 

(食品と物品を適切な割合で採

取) 

8.4％ 3,332 25 ⑨ 10 実施 

(2) 

市場 

家電等 

 25 

飲食店  (26.4％ ) (7,425)      
ファーストフード  0.9％  251 2 ⑩  ５    36 
レストラン 

（テナントビル含む） 

20.5％ 5,080 41 ⑪ 10 商業ビル 

(1) 

 39 

 

喫茶店等軽食店  5.0％  2,094 5 ⑫  10   23 
事務所・営業所 

（テナントビル含む） 

6.2％ 1,844   14 ⑬ 10 オフィス 

ビル 

(1) 

 33 

 サービス業  (21.0％ ) (3,809)      
ホテル・旅館 5.4％ 293 35 ⑭ ２ 

(中) 

実施 

(2) 

ホテル 

旅館 

180 

病院・福祉施設  4.9％  975 36 ⑮  ２  
(中 ) 

 50 

学校  2.8％  553 9 ⑯  10   79 
駅・娯楽施設等  2.9％  387 14 ⑰  ２  

(中 ) 
 74 

作業的サービス（GS 等）  2.5％  752 6 ⑱  10   34 

 

その他（生活関連含む）  2.4％  849 10 ⑲  10   28 
合計  88.6％  

(*) 
20,215 368 １９ １２７  ８   8.7 

注）＊：マンション・アパート等 11.4％を除く。  
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<資料２>事業系ごみ分類表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ごみ袋内に手を入れてかき混ぜないこと（危険） ★業種別にごみ質調査を行うので、他の業種のごみと混合させないこと。
★分類作業後のビニール袋には必ずコード番号を書くこと ★（※）印の有るものは個数も計ること。 ★多量とは厚さ１cm以上が目安。

111 段ボール箱
紙 箱 112 ボール製大型紙箱（みかん箱以上）

113 紙箱（ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ程度の大きさ）
114 小箱（10cm四方以下 タバコの箱も含む）
115 梱包紙・梱包袋

紙袋・包装紙 116 包装紙・紙袋（封筒は除く）
117 小型包み紙・紙袋（大量の場合のみ シュガー・割り箸入れ等）
118 飲料用

紙コップ
119 飲料外（検尿カップ等）

120 アルミコーティング有（※）
500ml以上

121 アルミコーティング無（※）
業務用

122 アルミコーティング有（※）
500ml未満

飲料・調味料 123 アルミコーティング無（※）
容器包装材 紙パック

124 アルミコーティング有（※）
500ml以上

125 アルミコーティング無（※）
一般用

126 アルミコーティング有（※）
500ml未満

127 アルミコーティング無（※）
128 食品以外の紙パック

129 パルプモールド
緩衝材

130 その他の緩衝材

131 紙ヒモ
その他 132 厚手のシート状の紙（敷紙等）

紙 類 133 紙筒
134 筒状容器（コンポジット缶）

135 その他雑包装材（分類不能）

151 折ったままの新聞紙
新聞紙

152 丸めた新聞紙（包んだり拭いたりした新聞紙）
153 折り込み広告
154 雑誌
155 書籍類

156 コピー用紙
157 連続用紙

その他 色白紙 158 書類・帳簿
159 カード等厚手の色白紙
160 その他色白紙（多量の場合）
161 再生コピー紙

色付紙 162 封筒・広告・パンフレット等
163 紙ファイル等厚手の色付紙
164 その他の色付紙（多量の場合）
165 印刷・出版残紙

事業活動特有の紙 166 シュレッダーくず
（多量の場合） 167 その他（値札、敷き紙、服の型紙、青焼き図面等 ★再生利用不可）

168 子供用（※）
紙おむつ

169 大人用（※）
170 その他雑紙（★シート上の掃き集めも）

201 発泡トロ箱
202 500mlを越える（※）

業務用
ペットボトル 203 500ml以下（※）

（飲料・醤油） 204 500mlを越える（※）
一般用

容器状 205 500ml以下（※）
206 業務用

その他の飲料・食品ペットボトル（※）ソース等
207 一般用

208 業務用
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ以外の飲料・食品ﾎﾞﾄﾙ（小型ﾎﾞﾄﾙも含む）

209 一般用
210 日用品のペットボトル（※）
211 ペットボトル以外の日用品のボトル（点滴用等）

212 飲料用コップ
プラコップ

容器包装材 213 その他のコップ
214 事業活動から（トナー容器等）

その他容器状 215 ふた類
216 その他一般（トレイ、パック、チューブ等）

217 梱包用大型プラ袋・シート
218 プラ袋・シート（小袋やラップも含む）

袋・シート状 219 ヒモ
プラス 220 発泡性
チック 緩衝材

類 221 その他
222 その他

22３ その他（★シート上の掃き集めも）
251 事業活動特有のプラ（加工くず等）

成形品等 （多量の場合）
（商品等） 252 一般のプラ（ハンガー、ビニール手袋等）
253 ごみ袋
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311 事業活動特有の繊維（生地見本、裁断くず、垂れ幕等）
（多量の場合）

繊維類
351 大型衣類、シーツ等ウエスに再生利用可能繊維

一般の繊維類
352 その他

411 事業活動特有のゴム類（ゴム手袋、裁断くず等）
（多量の場合）

ゴム類

451 一般のゴム類

412 事業活動特有の皮革類（裁断くず等）
（多量の場合）

皮革類

452 一般の皮革類

511 一升瓶・ビール瓶等リターナブルびん（※）
飲料水のびん 512 業務用びん（※）

513 その他（※）
514 一升瓶等リターナブルびん（※）

食品・調味料のびん 515 業務用びん（※）
容器包装材 516 その他（※）

517 リターナブルびん（※）
日用品のびん

518 その他（※）
ガラス 519 化粧品のびん（※）

類 520 事業活動特有のびん（点滴用びん等）（※）
521 その他

551 蛍光管（※）
有害製品

552 その他
その他 553 事業活動特有のガラス（多量の場合）

554 その他（食器、電球等）

611 業務用缶（※）
飲料水の缶 612 アルミ缶（※）

613 スチール缶（※）
614 一斗缶（※）

食品・調味料の缶 615 業務用丸缶（※）
616 缶詰・缶箱

容器包装材 617 その他
618 一斗缶（※）

日用品の缶
619 その他

金属類 620 穴あき済み（※）
業務用

(フロン等) 621 穴無し（※）
スプレー缶

622 穴あき済み（※）
一般用

623 穴無し（※）
624 事業活動特有の容器包装材

その他 （多量の場合）
625 その他（複合アルミ箔等）
651 乾電池（※）→内容・個数メモ

有害製品
652 その他

その他 653 事業活動特有の金属類（加工くず、自動車部品等）
（多量の場合）

654 単一金属製品（なべ等）
その他

655 複合金属製品（家電等）

711 容器包装材
陶器類 751 事業活動特有の陶磁器類（建設工事のタイル等）

その他
752 その他の陶磁器類

851 加工原料くず・製品くず
厨芥類 852 調理期間切れ、売れ残りの食料品（セルフ店等）

853 一般厨芥類

951 事業活動特有の木片類（パレット、割り箸等）
木片類 （多量の場合）

952 その他

953 事業活動特有の草木類（花屋さん等）
草木類 （多量の場合）

954 その他

955 事業活動特有のその他（吸い殻等）
可燃物・準可燃物 （多量の場合）

（ﾀﾊﾞｺ等） 956 その他 ◆調査終了後ｼｰﾄ上の掃き集めも

その他

957 事業活動特有のその他（歯型、せっこう等）
不燃物（土砂等） （多量の場合）

958 その他
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３．市の施設への持込ごみ調査（組成調査，意向調査） 

（１）調査概要 

○定例の持込ごみ調査をフォローするための詳細調査であり，例えば木くずであっても

家具等に該当するものか建設系の木くずであるのかなどの判断をするとともに，持込

ごみ全体に対する産廃系比率等を把握する。  

○市の受入施設（東部山間処分場，各クリーンセンター（南部，東部，東北部））へ搬入

される持込ごみの組成と，発生場所，発生由来，持込理由，資源化の可能性などにつ

いて把握する。  

○持込ごみの組成は目視による種類別割合把握と写真撮影とする。調査件数は１日の搬

入件数とし，東部山間処分場80台程度，クリーンセンター200～250台程度が調査対象

となる。  

○発生場所，発生由来，持込理由，資源化の可能性などについては搬入者に調査票を１

週間配布し郵送で回収する。配布予定数は，東部山間処分場700台 /週間，各クリーン

センター1,000～1,300台 /週間である。  

 

（２）調査方法 

 ○南ＣＣでの調査を例として調査方法の概略を整理した。  

 

 

 

 

 

♣ 

♣   ♣  ♣ 

♣ 

♣ 

 

 

 

  ♣ 

♣ 

 

 

 

  ★容積×見かけ比重で重量に換算  

  ★持込ごみ搬入申告書（申請者，住所，ごみ種，搬入重量等）と車両Ｎｏでリンクさ

せる。  

車

車

■トラックスケール  
 ○車両Ｎｏ，車種，積載量，

全体積荷容量，屋号  
○場内行き先確認  

 ○アンケート票配布  

破
砕
コ
ン
ベ
ア

布

団

等  

■破砕コンベア
○車両Ｎｏ  
○投入ごみの種別  

割合  
○写真撮影  
※家庭の大型収集以外のパ

ッカー車はダンピングボ
ックスで調査

小型ごみ
コンベア  

○車両Ｎo 
○行き先確認  
○布団投入量  

焼却等
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（３）調査項目 

 １）搬入者へのアンケート調査 

   ①搬入したごみの種類 

②搬入業種 

③発生場所 

④発生由来 

⑤搬入理由 

⑥資源化の可能性      など 

 ２）搬入ごみ質分類項目 

 （破砕施設大型）  
1.木くず  

木製家具類（解体家具含む）  
建具  
ディスプレイ廃材  
パレット  
生木  
木片  
建設系廃材  
木を主体とした製品  

   2.プラスチック製製品  
   3.スチール製品  
   4.家電製品・照明器具・ＯＡ製品  
   5.蛍光管  
   6.電気等工事ごみ（配線・配管など）  
   7.自転車等乗り物  
   8.ソファー等  
   9.じゅうたん・カーペット・ござ  
   10.畳  
   11.スプリングマット  
   12.金属を主体とした製品  
   13.プラスチックを主体とした製品  
 （可燃系小型）  
   14.一般古紙系  
   15.書類系  
   16.おがくず  
   17.剪定枝  
   18.反物  
   19.衣服  
   20.生ごみ・冷凍食品  
   21.紙くず  
   22.ペットボトル等容器類  
   23.容器に入れたごみ  
 （埋立ごみ）  
   1.石膏ボード  
   2.煉瓦・瓦  
   3.サンディング  
   4.断熱材  
   5.屋根材  
   6.がれき類  
   7.ガラス類  

8.陶磁器類  
9.びん・缶等容器類  
10.土砂  
11.金属くず  
12.コンクリート製品  
13.パイプ等配管類  

 
 



- 19 - 

（４）調査時期 

<調査準備> 

調査方法の設計と現場との調整 ５月～６月５日頃  

<調査実施> 

   ６月６日頃～15日頃（１週間）  

<集計・整理> 

   ６月15日～７月30日頃 

 

４．一般廃棄物収集運搬許可業者の意向調査 

（１）調査方法 

 ○８４許可業者全社に対して郵送アンケート調査を実施。  

 

（２）調査項目 

 １）営業活動の概要  

  ①会社組織・従業者数  

  ②一般廃棄物の収集運搬以外の事業活動の有無（産廃，ビルメンテ，その他）   

 ２）ごみ料金の設定方法等 

  ①ごみ処理手数料の契約方法  

  ②手数料決定の要素や料金の単位  

  ③ごみ量の増減や質の変化に対してどう対応しているのか？  

  ④排出事業者と契約上でトラブルが起こる主な内容は？  

 ３)排出事業者の減量・再生利用促進に動機付け（インセンティブ）の働く方法の検討 

  ①収集運搬料金（許可業者）と処分料金（市）の徴収方法について  

  ②各事業所での排出量の明確化について（計量方法等）  

  ③資源化物の別ルート回収について（クリーンセンター以外への搬入状況）   

  ④資源化を義務付ける品目の拡大に対する対応（古紙類，缶，ビン，ペット，厨芥等） 

 ４）その他 

①家庭ごみ有料化後の業者収集ごみへの影響（契約件数・内容の変化）  

  ②業者収集マンションでのプラスチック製容器包装，缶・びん・ペットボトルの分別

状況について  

  ③料金改定のチラシ配布時の排出事業者の対応等  

  ④資源化物の小口回収システム検討  

  ⑤紙おむつの対応意向（資源化等の事業場の有無等）  

 

（３）実施時期 

<調査準備> 

調査票設計 ５月～６月10日頃  
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<調査実施> 

   ６月10日～６月25日頃  

<集計・整理> 

   ６月25日～７月15日頃 

 

５．民間再資源化業者等の稼働状況調査 

（１）調査概要 

○調査方法  

郵送により配布・回収するアンケート調査とし，主な業者へはヒアリング調査を実施

する。  

○調査対象業者  

京都市内・周辺（概ね京都府，大阪府，滋賀県）の下記の調査対象業者とする。  

・一般廃棄物処理業者  

・産業廃棄物処理業者  

・専ら再生事業者（古紙、金属くず等）  

・再生利用業登録業者  

○調査対象品目  

  産業廃棄物：建設系木くず，ガラス陶磁器くず，がれき類  

一般廃棄物：パレット，剪定枝，食品残渣，古紙，機密文書，びん，生きびん等  

○調査項目  

 ・所在地（本社・営業所，引受場所）  

 ・企業情報が得られるホームページＵＲＬ  

 ・業の許可・登録状況（許可番号，業の区分，許可品目等）  

 ・ＩＳＯ等の取得状況  

・処理施設の設備・能力  

・年間受入可能量，受入実績  

  ・再生後の製品・納入先  

  ・受入品目  

・受入条件（大きさ，性状，荷姿，含有成分の規定等）  

・受入料金，運搬費用の負担の有無        など  

 

（２）実施時期 

<調査準備> 

調査票設計，発送先リストの作成 ５月～６月20日頃  

<調査実施> 

 ６月20日～７月５日頃  

<集計・整理> 
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   ７月５日～７月30日頃  

６．減量に対するインセンティブが働く手法に関する調査 

６－１ 他都市の関連動向調査 

（１）調査概要 

○政令指定都市（15都市）及び先進的に事業系ごみ対策に取り組んでいる都市（５都市

程度）及び京都市と隣接する都市等（５都市等：城南衛生管理組合，八幡市，乙訓環

境衛生組合，亀岡市，大津市）などの合計約25都市へアンケート調査を実施する。  

○質問項目は以下のとおり。  

・事業系ごみとして搬入される古紙・厨芥類・剪定枝等への対応状況  

・事業系ごみとして搬入される缶・びん・ペットボトルへの対応状況  

・有料指定袋制や収集時計量の実施状況，減量効果，問題点  

・許可業者収集ごみや直接搬入ごみへの検査・指導方法や違反者への罰則  

・告示産廃の内容や受け入れ状況、停止の検討状況，受け入れ停止の場合の周知方法  

  ・ごみ処理手数料やその他の減量対策と事業系ごみ量の推移の関係  
許可業者収集量  

    事業系ごみ量                   焼却施設  
市施設への事業系の直接搬入量   破砕施設  

                             資源化施設  
                             最終処分施設  
（２）実施時期 

<調査準備> 

調査票設計，発送先リストの作成 ５月～５月25日頃  

<調査実施> 

５月25日～６月10日頃  

<集計・整理> 

 ６月10日～６月30日頃  

 

６－２ ごみ収集時計量機能付き塵芥車の実用可能性の検討 

（１）調査概要 

○ごみ収集時の計量の可能性について探るため，車両メーカーから情報を収集するとと

もに実際に導入している業界団体等に使い勝手等のヒアリングを実施する。  

 ★ごみ収集時計量機能付き塵芥車以外にも，効率的な収集を模索した新しい塵芥車情

報も合わせて収集する。  

○調査対象は以下のとおり。  

<車両メーカー>    極東開発，富士重工，富士車輌，新明和工業  

  <自治体>       木津町（重量センサー付きごみ収集車） など  

（２）実施時期 

<資料収集>      ５月～８月  
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５  今後のスケジュール（案） 

 審議内容 

第１回 
(5/22) 

これまでの論点整理と議論の方向について 
調査内容の説明 

第２回 
(7 月末) 

調査内容に基づく減量化対策の検討① 

第３回 
(９月中) 

調査内容に基づく減量化対策の検討② 

第４回 
(10 月中) 

調査内容に基づく減量化対策の検討③ 

第５回 
(11 月中) 

中間報告とりまとめ 

４１本会 
(12 月初旬) 

部会からの中間報告について 

第６回 
(1２月末) 

事業系ごみ減量化へ向けた，経済的インセンティブの模索
について① 

第７回 
(1 月中旬) 

事業系ごみ減量化へ向けた，経済的インセンティブの模索
について② 

第８回 
(2 月中旬) 

最終報告とりまとめ 

４２本会 
(３月中) 

部会からの最終報告を踏まえた答申の内容について   

 

３月末 答 申 

【資料６】
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政令指定都市の状況 

 

① クリーンセンターでの受入を停止している事業系一般廃棄物（６都市実施） 

  下記の６都市において, 資源化可能物として古紙類を中心にクリーンセ  

ンターでの受入を停止している。 

 

都市名 
実施 

年度 
品                     目 

古紙類⇒資源としての市による受入体制あり（次ページ参照） 

仙台市 

   

17.4

～  

新聞（折込チラシを含む），雑誌・雑がみ（パンフレット・カタログ等印刷

物，封筒,包装紙,紙箱など），段ボール，コピー用紙，シュレッダー紙（機密

文書含む。） 

古紙類⇒資源としての市による受入体制あり（次ページ参照） 
千葉市 

4.10

～ 新聞，雑誌，段ボール，紙パック 

古紙類 15.12

～ 新聞，雑誌，段ボール，ＯＡ紙，ミックスペーパー 横浜市 

9.4～ 缶，びん，ペットボトル   

古紙類  

新聞，雑誌，雑誌，段ボール 名古屋市 
11.2

～ 
缶，びん，ペットボトル，発砲スチロール，スプレー缶 

古紙類⇒資源としての市による受入体制あり（次ページ参照） 

広島市 
16.4

～ 
新聞，雑誌・パンフレット等印刷物，段ボール，OA 用紙類，その他の紙類

（封筒，包装紙，紙箱など），秘密文書（シュレッダー紙含む） 

古紙類 
北九州市 

16.10

～ 新聞，雑誌，段ボール 

 

※ 缶，びん，ペットボトル，発泡スチロール，スプレー缶は産廃であるが，一般廃棄物に

混入しやすいことから上表に加えている。 

【資料７】 

（第４０回審議会配布資料） 
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② 市施設で資源として受け入れている事業系一般廃棄物（５都市実施） 

下記の 5 都市において, 古紙類, 缶・びん・ペットボトル等を中心に市施設

で受入を行っている。 

 

都市名 実施年度 品       目 処    理    方    法 

札幌市 2.3～ 

紙（紙くず，紙コップ） 

木（割り箸，爪楊枝） 

軟質プラスチック 

（弁当容器等） 

○札幌市ごみ資源化工場に低額（※）で受入

※受入料金：９円/kg,  

可燃ごみ受入料金：13 円/kg 

○固形燃料としてリサイクル  

15.9～ 

古紙類 

 新聞，雑誌・雑紙，  

段ボール，コピー用紙， 

シュレッダー紙（少量に限る）

○焼却工場に隣接する環境事業所に回収庫

（3 箇所）を設置し無料で受入（持込のみ）

○古紙回収組合に引渡し  

仙台市 

13.2～ 
缶，びん，店頭回収によるペ

ットボトル 

○資源化センター（2 箇所）に低額（※）で

受入 

※受入料金：３円/kg， 

可燃ごみ受入料金：10 円/kg 

○家庭系と同様に処理 

千葉市 17.8～ 

古紙類 

新聞，雑誌，段ボール， 

紙パック 

○市役所，清掃工場等に古紙回収庫（9 箇所）

を設置し無料で受入（持込のみ） 

○古紙回収組合に引渡し  

神戸市 16.6～ 缶，びん，ペットボトル 

○資源リサイクルセンターに低額で受入 

※受入料金：4 円/kg， 

可燃ごみ受入料金：8 円/kg 

⑲からの指定袋制導入後も受入は継続 

広島市 10.9～ 

古紙類 

新聞，雑誌，段ボール， 

ＯＡ古紙  

○市リサイクル施設（2 箇所）に低額で受入

※受入料金：6.9 円/kg， 

可燃ごみ受入料金：9.8 円/kg 

○家庭系資源物と合わせて選別委託業者に引

渡し 

 
※ 缶，びん，ペットボトル，発泡スチロール，スプレー缶は産廃であるが，一般廃棄物に

混入しやすいことから上表に加えている。
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-
 2

5
 -

③ 市施設で受け入れている産業廃棄物（告示産廃） 

  非建設系の品目については，受け入れている都市が概ね６～10 に対し，建設系の品目を受け入れている都市は 4～6 と受け入れて 

いない都市の数の方が多い状況になっている。 
品 目 受入の

有 無 可 燃 不 燃 
都市名 

○：有

×：無

木くず 
（非建設系）

紙くず 
（非建設系） 

繊維くず（非
建設系） 

食品残渣（製
造業） 

建設系の 
可 燃（木 ・
紙・繊維）

ガラスくず
（建設系）

ガラスくず
（非建設系）

陶磁器くず
（建設系）

陶磁器くず
（非建設系）

がれき類（建
設 系コン ク
リート） 

コンクリー
トくず（非
建設系） 

産廃（木・
紙・繊維）
のもえがら

備 考 

（条件，近年の変更事項 など） 

京都市 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
１排出者月 50ｔまで（Ｈ１７．７までは 100ｔ）。Ｈ１４．７～建設系木くず，がれき
類，コンクリートくずの受入を制限（１回 200ｋｇまで）。搬入は中小企業に限る。 

札幌市 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 
H17.10～がれき類を停止。 
 

仙台市 × × × × × × × × × × × × × 
一般廃棄物との分別が困難なもののみ搬入可。 
 

さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 
 
 

千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ○ 
1 排出者当たり月 6ｔまたは 20ｍ3 まで。搬入は中小企業に限る。 
 

川崎市 ○ × × × × × × ○ × ○ × × ○ 
 
 

横浜市 ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 
Ｈ１５．１２～木くず，紙くず，繊維くず（繊維くずは非建設系除く）受入停止。 
 

静岡市 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ 
 
 

名古屋市 × × × × × × × × × × × × × 
Ｈ１２～受入停止 
 

大阪市 ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × 
 
 

堺市 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ×  
 

神戸市 × × × × × × × × × × × × × 
Ｈ１１～受入停止 
 

広島市 ○ × × × × × △ × × × × × × 
△：ガラスくず（建設系）は石膏ボードのみ受入 
埋立地で廃プラスチックも受け入れている。 

北九州市 ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ × × ○ ○ ○ 
△：Ｈ１６．１０～木くず，紙くず原則受入停止（ただし，民間施設が発行するリサイ
クル不可証明書があれば搬入可） 

福岡市 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 
 
 

○の数 １２ ８ ８ １０ ４ ５ ５ ７ ４ ６ ４ ２ ８  

※網掛けは，最近制度変更があった品目（変更内容は備考欄参照） 



- 26 - 

④ 事業系指定袋及び料金徴収方法 

  有料指定袋制を実施しているのは神戸市と広島市の 2 都市である。（札幌市と静

岡市は一部実施）また，単純指定袋制を実施しているのは千葉市と名古屋市の 2 都

市であり，その他の都市については指定袋制を実施していない。 

◎：処理費用も価格に含まれた指定袋を導入（有料指定袋） 

○：処理費用が価格に含まれない指定袋を導入（単純指定袋） 

×：指定袋を導入していない. 

都市名 事業系ごみ 

札幌市 

× 

少量排

出事業

所のみ  

◎ 

○一日 40 ㍑以下の少量排出事業所のみ 

⇒札幌市環境事業公社（許可業者）が規格（半透明袋）を定めた有料指定

袋制を実施 

・燃やせるごみ：40 ㍑ 174 円/枚。 

【料金徴収方法】袋（処理手数料及び収集運搬料金を含む。）を購入時に徴収

○その他 

⇒指定なし 

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。ただし, 公

社 1 社なので収集運搬料金（処理手数料含む。）は全市統

一（契約金額に上限設定あり） 

仙台市 × 
【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定なし）  

さいたま市 × 
【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定なし）  

千葉市 ○ 

・市が基準（可燃：半透明，不燃：透明）を定め，基準に基づき許可業者組

合が製造業者に袋を発注し作成。排出事業者は許可業者から袋を購入する。（袋

代に処理手数料は含まない。） 

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定あり） 

川崎市 × 

平成 16 年 4 月から全量許可業者収集へ（小規模事業者の指定袋廃止） 

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定なし） 

横浜市 × 

平成 13 年 4 月から全量許可業者収集へ（小規模事業者の指定袋廃止） 

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定なし） 

静岡市 

   

 

◎ 

清水区 

× 

○清水区以外 

⇒市指定の有料指定袋（2 種類 大型 45 ㍑ 167 円, 小型 20 ㍑ 78 円）により市が

収集している。 

【料金徴収方法】袋（処理手数料, 収集運搬料を含む。）を購入時に徴収 

○清水区 

⇒指定なし 

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定あり） 

名古屋市 ○ 

平成 16 年 4 月から市が規格（可燃：半透明，不燃・資源：透明，サイズ）

を定め，許可業者，スーパー等が販売。（袋代には処理手数料は含まない。）

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定あり）  
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⑤事業系指定袋及び料金徴収方法（続き） 
 
 

 

都市名 事業系ごみ 

大阪市 × 
【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定なし）  

堺市 ×  

事業所から出るごみを 1 日 36 ㍑袋１袋 5,400 円/月で市が収集。袋の指

定なし。 

【料金徴収方法】事業者が 5,400 円/月に年間排出量をかけた金額を前払い

する。 

神戸市 ◎ 

平成 19 年度から袋の価格に処理手数料を含んだ有料指定袋制を実施 

区分 
容量 

（㍑）

販売価格 

（10 枚あたり）
区分 

容量 

（㍑）

販売価格 

（10 枚あたり） 

30 570 30 930 

45 840 45 1,380 

70 1,310

可燃 

（半透明） 

90 1,690

粗大 

（透明）
70 2,150 

30 690 30 190 

45 1,020 45 270 
不燃 

（透明） 
70 1,590

資源 

（透明）
70 420 

※手数料は, 排出区分ごとの平均重量から試算した額 

【料金徴収方法】袋（処理手数料を含む。）を購入時に徴収。袋ごとに収集運搬料の上限を

設けている。 

広島市 ◎ 

平成 17 年 10 月から袋の価格に処理手数料を含んだ有料指定袋制を実施 

区分 
容量 

（㍑）

販売価格 

（10 枚あたり）
区分 

容量 

（㍑）

販売価格 

（10 枚あたり） 

10 460

30 690
45 630 

45 1,040

70 1,610
70 980 

可燃 

（半透明） 

90 2,080

不燃 

（透明）

90 1,260 

※10 リットルのみ 20 枚入り 

※手数料は, 排出区分ごとの平均重量から試算した額 

【料金徴収方法】袋（処理手数料を含む。）を購入時に徴収。収集運搬料に上限を設けてい

ない。 

北九州市 × 

平成 16 年 10 月から全量許可業者収集へ 

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。（契約金額に

上限設定なし）  

福岡市 × 

・許可業者組合による推奨袋はあり。 

・袋代に手数料を含めるかどうかは，個々の事業者と許可業者との契約の仕

方による。 

【料金徴収方法】個々の事業者と許可業者との契約の仕方による。 

（契約金額に上限設定あり） 




